
鹿角市告示第４号 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、本市の区域内の字

の区域を別紙のとおり変更するので、同条第２項の規定に基づき、告示する。 

 この変更の処分は、当該変更区域に係る土地改良法（昭和24年法律第195号）第 89条

の２第10項において準用する同法第54条第４項の規定による換地処分の公告があった日

の翌日から効力を生ずる。 

 

  平成３０年１月５日 

 

鹿角市長 児 玉  一 



字界変更調書 

 
変更前の字の区域 変更後の字の区域 

 
鹿角市十和田毛馬内字又四郎川原 

２４の１の一部、６５の一部、１１０の一部、１

１２の一部、１１３の一部、１６５の一部、１６

８の一部、１６９の一部、１７４の一部、１７８

の４の一部、１７９の一部、１８０の一部、１８

２の一部、１８３の一部 

 
鹿角市十和田毛馬内字刈昼前 

 
鹿角市十和田毛馬内字日影 

９、１３から１５まで、１７、１９、２１、２４

から２６まで、２７の１、２７の２、２８、３０

から３５まで、３６の１、３６の２、３７の１、

３７の２、３８、４１、４４、７３、７５から８

０まで、８１の一部、８４ 

 
鹿角市十和田毛馬内字屏風田 

１８、９９の一部 

 
鹿角市十和田毛馬内字桜ノ又 

３、４の４、６、８の１、１０の１、１１の１、

１２の１、１３の１、１４の１、１５の１、１６

の１、１７の１、１８の１、９２、９３、９４の

一部、１０１、１０２の一部 

 
鹿角市十和田毛馬内字屏風田 

 

 


